
議案第３４号 

 

   令和７年度瀬戸内市病院事業会計資本金の額の減少について 

 

 瀬戸内市病院事業会計資本金 2,018,127,209 円のうち 343,238,591 円を減少

することについて、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 32 条第 4 項

の規定により、議会の議決を求める。 

 

   令和８年２月１７日提出 

 

瀬戸内市長  黒石 健太郎    

 

 

【提案理由】 

 地方公営企業法の規定により、資本金の額を減少することに関し、議会の議

決を経る必要があるため。 


